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 はじめに 

 

  杉並区、練馬区、中野区から搬入される不燃ごみの中継施設である杉並中継所は、 

 平成１２年４月に、東京都から杉並区に移管されました。そこで、杉並区は施設管 

 理者として杉並中継所の安全操業を確認するとともに、今後継続的に行う予定であ 

 るモニタリング調査のデザインを検討する基礎資料とするため、６月から７月にか 

 けて、環境点検調査を実施いたしました。 

  この調査は、物質の種類を確認することを主な目的とする調査（Ⅰ）と、物質の 

 濃度を測定することを主な目的とする調査（Ⅱ）の２段階方式で行いました。 

   また、杉並中継所施設内では、作業工程を考慮して、測定ポイントを定めて調査 

 するとともに、杉並中継所周辺地点と杉並中継所から離れた地点を対照地点として 

 調査するなど、多角的・総合的な調査を行いました。 

  この調査に当たっては、最初の調査方法の検討から結果の評価まで、全体を通し 

 て４人の学識・専門家に監修又は指導をお願いし、実施しました。  

  なお、杉並中継所とは直接関係はありませんが、井草森公園の汚染土壌封じ込め 

 地周囲の水質調査も行いましたので、あわせて報告します。 
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 Ⅰ 杉並中継所の施設概要 
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 Ⅱ 調査（Ⅰ）／定性調査・半定量調査の結果について 

 

１ 調査（Ⅰ）の目的 
 調査（Ⅰ）は、杉並中継所の排気系、杉並中継所周辺および杉並中継所から離れた地点

の大気環境において、揮発性および半揮発性有機化合物についてそれぞれどんな化学物質

があるかを確認するための定性調査を行いました。また、参考として、可能なものについ

ては、そのおよその量を把握するため半定量調査もあわせて行いました。調査（Ⅰ）で確

認された物質のうち、調査（Ⅱ）の対象物質に加える必要がある物質があるかどうかも検

討しました。 

 
２ 調査（Ⅰ）の測定ポイント、日時 
 調査（Ⅰ）の測定は、杉並中継所内の排気塔のほか２ポイント、杉並中継所の周辺地点

（調査当日の風下側）１ポイント、杉並中継所から４～５キロ離れた対照地点２ポイント

の計６ポイントで行いました。 
 
      （表１）測定ポイント・日時一覧 
 

 脱臭処理後の排気ダクト 
            （排気塔） 

 平成１２年６月２７日（火） 
 8:30～11:30  12:30～14:30 

 コンパクター接合部  平成１２年６月２７日（火） 
 8:30～14:30 

杉並中継所 
（排気系） 

 コンテナストックヤード  平成１２年６月２７日（火） 
 6:30～8:00 

周辺地点 
  （杉並中継所風下北約２００ｍ地点） 

 平成１２年６月２７日（火） 
 8:30～11:30   12:30～14:30 

対照地点Ａ（杉並区立杉並第十小学校）  平成１２年６月２７日（火） 
 8:30～11:30   12:30～14:30 

対照地点Ｂ（杉並区立西宮中学校）  平成１２年７月３日（月） 
 8:30～11:30   12:30～14:30 

 

 
 
３ 調査委託会社 

  株式会社 環境管理センター 
 
４ 調査の結果 
 調査の結果は、資料１～資料２のとおりです。 

 １ 揮発性有機化合物は、杉並中継所２３３、周辺地点８１、対照地点１０８、計    

    ２６５の物質、半揮発性有機化合物は、杉並中継所１１１、周辺地点１７、対照 
    地点３１、計１２７の物質が検出されました。 
 ２ 全体としてみれば、定性された物質数はおおむね、コンパクター接合部（脱臭処理 
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  前）＞コンテナストックヤード（夜間に不燃ごみを詰めたコンテナを保管）＞脱臭処

  理後のダクト（排気塔）＞周辺地点・対照地点の順となっています。 
 ３ 半定量した物質濃度もほぼ同様の結果となっていますが、コンテナストックヤード

  では、夜間等作業休止時に滞留していた空気のため、排気塔より濃度の高いものがあ

  りました。しかし、この空気も活性炭フィルターで処理されて排出されています。 
 ４ 周辺地点と対照地点の大気中に含まれる物質を比較してみると、揮発性有機化合物

  については、物質数と濃度とも、大きな違いはありませんでした。しかし、半揮発性

  有機化合物については、対照地点の方が物質数も多く、濃度の高い状況もみられまし

  た。 
 ５ 定性された物質は今までの調査でも検出されている物質が多く、特に新しい物質や 

  杉並中継所周辺だけの特異な物質は確認されませんでした。 
   なお、アレルギー疾患などの原因とされているトルエンジイソシアネート（ＴＤ  
   Ｉ）は検出されませんでした。 
 ６ 以上のように、調査（Ⅰ）からは杉並中継所が周辺環境にとくに影響を及ぼしては

  いないことが分かりました。 
 ７ 調査（Ⅱ）の対象物質として当初予定していた物質のほかには、新たに加えるべき

  ものはありませんでした。 
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 Ⅲ 調査（Ⅱ）／定量調査の結果について 

 

１ 調査（Ⅱ）の目的 
 調査（Ⅱ）は、対象物質がどんな濃度で存在するかを確認するための調査で、ごみ搬入

量の多い時間帯を中心に排気、換気、排水、粉じん中の対象物質濃度を定量調査し、参考

として施設近くの臭気濃度も測定しました。 
 
２ 調査場所（Ⅱ）の測定ポイント、日時 
 調査（Ⅱ）の測定は、杉並中継所内の排気系、換気系の空気調査を８ポイント、排水調

査は杉並中継所内の排水系３ポイント、公共下水道流路（公園南西角）１ポイントで行い

ました。さらに、周辺４地点、対照２地点の計６ポイントで環境大気調査を行いました。 
 また、ダイオキシン調査を杉並中継所２ポイント、周辺４地点、対照１地点の７ポイン

ト、粉じん調査を杉並中継所２ポイント、周辺４地点の６ポイントで行いました。 

 
   （表２）測定ポイント・日時一覧 
 

排気・換気・排水の各工程 
の測定ポイント 

   平成１２年７月２８日（金） 
   9:30～11:30  12:30～14:30 

杉並中継所 

コンテナストックヤード  平成１２年７月２８日(金)14:30 
                   ～２９日8:00 

周辺地点 ａ杉並中継所東約２００ｍ地点 
         ｂ  〃  西     〃 
         ｃ   〃    南     〃 
         ｄ    〃   北     〃 

  平成１２年７月２８日（金） 
   8:30～14:30 
 南南東～南南西の風 
           （風速1.0～1.5m） 

対照地点 Ａ杉並区立杉並第十小学校 
          Ｂ杉並区立高井戸第二小学校 

  平成１２年７月２８日（金） 
  8:30～14:30 

ただし、 
 杉並中継所、周辺地点ａ～ｄ及び対照地点Ａで実施したダイオキシン調査は 
                    杉並中継所： 平成１２年７月４日（火）8:30～14:30 
           周辺ａ～ｄと対照Ａ：  平成１２年７月４日（火）10:00 
                                                   ～ ５日（水）10:00 
  杉並中継所、周辺地点ａ～ｄで実施した粉じん調査は 
                                  平成１２年７月３１日（月）8:30～14:30 
 ※なお、対照地点Ｂは、調査（Ⅰ）の西宮中学校が改修工事のため、同校に 
  近い高井戸第二小学校に変更しました。 

 

 
 
３ 調査委託会社  

  株式会社 環境管理センター 
 
４ 調査項目 
  １ 大気関係 

    ・ベンゼン、ジクロロメタンなど３０物質・類 
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  ・ダイオキシン類（ＰＣＤＤ、ＰＣＤＦ、コプラナーＰＣＢ） 
    ・臭気濃度 
 ２ 排水関係 

  ・カドミウム、シアンなど９物質及びｐＨ 
  ・施設内空気中の硫化水素及び硫化メチル 
  ３ 粉じん 

  ・粉じん濃度、全炭素含有率、元素状炭素含有率、有機炭素含有率 
  ・排ガス速度、排ガス量 
  ・ベンゼン、ジクロロメタンなど３０物質・類 
 

５ 調査（Ⅱ）についての詳細と調査結果 
 １ 大気関係 
（１） 排気系・換気系関係測定ポイント 
  杉並中継所内の排気系・換気系の測定ポイントは下図のとおりです。 

 
 
 

 
 
（２） 測定ポイントの点検目的と測定物質 
  測定ポイントごとの点検目的と測定した物質等は下表のとおりです。 
 
 （表３）杉並中継所の排気系 
        点検目的         調査方法・ポイント  物質  



 

 
9

 ① 
搬入されたごみを投入す 
るホッパー周辺の空気に 
はどんな化学物質が含ま 
れているか。 

 ３基のホッパーからの空気はホッパー上部に 
ある吸引口から吸引される。 
 この吸引口のダクトで空気を採取し分析する 
ことで、化学物質を確認する。 

 ② 
①の空気は集じん装置を 
通り、粉じんなどを除去 
される。ここのフィルタ 
ーの付着物にはどんな化 
学物質があるか。 

 フィルター部分の付着物に含まれる化学物質 
を調査する。 

  ③ 
ごみをコンテナに圧縮す 
る工程からの空気に含ま 
れる化学物質はどんなも 
のか。 

 コンパクター接合部からの空気を対象として 
調査する 

  ④ 
②と③からの空気はここ 
で一緒になって脱臭装置 
に入るが、処理前の化学 
物質はどんなものが含ま 
れているか。 

 ホッパー部とコンテナ・コンパクター接合部 
からの一緒になったダクト空気を脱臭装置前で 
調査する。 

  ⑤ 
化学物質は脱臭装置内の 
活性炭に吸着される。こ 
の活性炭にはどんな化学 
物質が含まれるか。 

 活性炭槽の中の活性炭に吸着された化学物質 
を調査する。 

 

 ⑥ 
脱臭装置で処理された後 
の空気はどうなっている 

 脱臭装置で処理後のダクト空気（排気塔から 
放出される空気に同じ）を調査する。 

別表１ 
№ １ 
  ∫ 
№２８ 

②は 

№２９ 
№３０ 
を追加 
 

⑤は 

№２９ 
№３０ 
を追加 
 
 
 
 
 
 

⑥は 
№２９ 
№３０ 
 と 

 

 か。  これにより活性炭槽の除去効果も確認でき
る。 

№３２ 
  ∫ 
№３４ 
を追加 

 

 
 （表４）杉並中継所の換気系 
       点検目的           調査方法・ポイント  物質 

 ⑦ 
プラットホーム部の空気 
はどのような化学物質を 
含んでいるか。 

 事務室の空気はそのまま、プラットホームや 
機械室からの空気はいずれも活性炭フィルター 
で処理後、換気塔から放出されている。このプ 
ラットホーム部の空気を調査する。 

  ⑧ 
機械室からの空気はどう 
か。 

 機械室の空気を調査する。 

  ⑨ 
夜間保管されているコン 
テナが置かれているスト 
ックヤードの空気はどう 
か。 

 コンテナの夜間保管場所であるストックヤー 
ド内の空気は、朝の稼働時に放出される。夜間 
にたまった化学物質を調査する。 

 

  ⑩ 
換気塔からの空気の成分 
はどうか。 

 換気塔からは⑦、⑧、⑨などの空気が放出さ 
れている。この空気を調査する。 

別表１ 
№ １ 
  ∫ 
№２８ 

 

ただし 
⑩は 
№２９ 
№３０ 
  と 
№３２ 
 ∫ 
№３４ 

 

                                                                          



 
10

 （表５）周辺地点及び対照地点の大気環境 
        点検目的           調査方法・ポイント  物質 

 ⑪ 
中継所周辺の環境大気中 
の化学物質はどうなって 
いるか。中継所から離れ 
た地点ではどうか。 

 中継所排気・換気と周辺の４地点、対照２地 
点の空気を比較するため、周辺・対照合わせ６ 
地点で調査する。 

     ※対照地点での№３２～№３４の調査は、 
       １地点のみ。 

別表１ 
№ １ 
  ∫ 
№２８ 
 と 
№３２ 
 ∫ 
№３４ 

 

  ⑫ 
中継所周辺の臭気はどう 
なっているか。 

  中継所からの臭気について、中継所上部の公 
園内、風下側の敷地境界で調査する。 

別表１ 
№３１ 

 

 
   ＜別表１＞ 
 №      物 質  №      物 質 
 １ 
  ２ 
  ３ 
  ４ 
  ５ 
  ６ 
  ７ 
  ８ 
  ９ 
１０ 
１１ 
１２ 
１３ 
１４ 
１５ 
１６ 

ベンゼン 
ジクロロメタン 
１，１，１－トリクロロエタン 
トリクロロエチレン 
テトラクロロエチレン 
アクリロニトリル 
塩化ビニルモノマー 
クロロホルム 
１，２－ジクロロエタン 
１，３－ブタジェン 
トルエン 
フタル酸－２－エチルヘキシル 
アセトアルデヒド 
ホルムアルデヒド 
水銀(ガス状) 
シアン 

１７ 
１８ 
１９ 
２０ 
２１ 
２２ 
２３ 
２４ 
２５ 
２６ 
２７ 
２８ 
２９ 
３０ 
３１ 

トルエンジイソシアネート 
アセトニトリル 
硫化メチル 
硫化水素 
パラジクロロベンゼン 
フェノール 
アクロレイン 
二硫化炭素 
酸化エチレン 
イソシアネート類 
アルデヒド類 
シアン類 
ビスフェノールA 
スチレン２量体、３量体 
臭気濃度 

３２ 
３３ 
３４ 

ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシン（ＰＣＤＤ） 
ポリ塩化ジベンゾフラン（ＰＣＤＦ） 
コプラナーポリ塩化ビフェニル（ｃｏ－ＰＣＢ） 

 

 
（３） 大気関係の調査結果 

 ＜杉並中継所施設について＞ 
 ア 杉並中継所施設内の作業環境                                 
   作業者が有害物質に曝露される場合、そこで働く作業者に健康上の影響のない空気

    中濃度を「作業環境の許容濃度」といいますが、杉並中継所職員が実際に作業を行っ

    ている場所であるプラットホーム部⑦、機械室⑧、コンテナストックヤード⑨におけ

    る各物質濃度は、作業環境に関する許容濃度（日本産業衛生学会、米国産業専門家会

    議）との比較でも、問題のない濃度でした。          

   中継所施設内の調査結果は資料３のとおりです。 
 
  イ 排気系                                                            
   排気系では、ホッパー部①とコンパクター接合部③からの空気が一緒になり④、脱

  臭処理後⑥に排気塔から排出されています。その作業工程の濃度のほか、系路の途中
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  にある集じん装置付着物②及び脱臭装置活性炭⑤に吸着した化学物質の濃度について

    も調査しました。 
   調査の結果は、資料４、５のとおりです。 

 
（ア）各作業工程の中で、不燃ごみが投入・圧縮されるため物質濃度が一番高いと考えら

  れるホッパー部①では、1,1,1-トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、トルエン、
  アセトアルデヒド、水銀などが、周辺大気や対照地点と比べると高い濃度となってい

    ます。（表６） 
（イ）ホッパー部で濃度の高い物質も、周辺４地点の濃度は対照地点とほぼ同じであり、

    脱臭処理・排出後には周辺環境への影響は特にありませんでした。（表６） 

（ウ）トリクロロエチレンは脱臭処理後⑥の濃度が、処理前④のより高くなっています。

  しかし、排出濃度としては東京都公害防止条例の規制基準（100000ppb）に比べて問
  題にならない値であり、環境基準と比べても低い濃度でした。（表６） 
（エ）トリクロロエチレンと同様に環境基準のあるベンゼンとテトラクロロエチレンをみ

  ると、ベンゼンは4.6ppb、テトラクロロエチレンは1.8ppbでした。どちらの排出濃 
 度も東京都公害防止条例の規制基準（ベンゼン50000ppb、テトラクロロエチレン   
100000ppb）以下で、周辺地点では対照地点と同様の値で、環境基準を下回っていま  
す。（表６） 

（オ）1,2-ジクロロエタン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシルなど１８物質の濃度は、ホッパ
  ー部①、コンパクター接合部③から脱臭処理後⑥まで、周辺地点大気環境及び対照地

  点の大気環境とほぼ同程度の濃度でした。（表６） 
（カ）集じん装置のフィルター②付着物の調査では水銀、フェノール、酸化エチレン、ま

  た、脱臭装置活性炭⑤では1,1,1-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、アセトア
  ルデヒドなどがフィルターでの除去効果が大きい物質でした。 
 

    （表６）対象物質の濃度比較           （単位：水銀のμｇ／m3N以外はppb） 
 

 ホッパー部 
    ① 

脱臭処理前 
    ④ 

 脱臭処理後 
   ⑥ 

 都条例の 
 規制基準 

 周辺４地点 
 対照２地点 

 環境基準 

1,1,1-トリクロロエタン      86      68    100    －     <0.1 
    <0.1 

    － 

トリクロロエチレン       0.2       0.5       9.8    100000     <0.1 
 <0.1－0.2 

0.2mg/m3N 
(37.2ppb) 

テトラクロロエチレン     10       0.7     1.8    100000      <0.1 
 <0.1－0.2 

 0.2mg/m3N 
 (29.4ppb) 

トルエン    540     300    13    200000  2.0－2.6 
 2.6－3.5 

   － 

アセトアルデヒド    290     160    110    －  2.7－3.5 
 3.1－3.9 

    － 

水銀（ガス状）      9.4      6.8     0.08    －   <0.002 
  <0.002 

    － 
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ベンゼン     6.8     4.0      4.6    50000  0.2－0.4 
 0.3－0.4 

0.003mg/m3N 
(0.94ppb) 

1,2-ジクロロエタン      0.1     <0.1       0.1    －    <0.1 
    <0.1 

   － 

フタル酸ジ－２ 
  －エチルヘキシル 

     0.1     0.2       0.1    － <0.1－0.2 
    <0.1 

   － 

 

 
      ※環境基準は本来、mg/m3N単位であるが、原則、温度は25℃、理想気体として 
            ppbに換算（以下同じ）。 

 
 ウ 換気系                          
   換気系では、プラットホーム部⑦、機械室⑧、夜間コンテナが保管されているコン

  テナストックヤード⑨からの空気が、活性炭フィルターを通過後、換気塔⑩から放出

  されています。それらの個所を調査しました。 
   調査の結果は、資料６のとおりです。 
 

（ア）プラットホーム部⑦、機械室⑧、コンテナストックヤード⑨を通じて、水銀がほと

  んど同じ濃度のまま換気塔⑩から排出（0.27μｇ/m3N）されています。しかし、周 
 辺４地点では低い濃度であり、また、環境基準はありませんが、ＷＨＯのガイドライ 

 ン値（１μｇ/m3N）と比べて問題のない値です。（表７） 

（イ）機械室⑧では1,1,1-トリクロロエタンがやや高くなっていますが、活性炭フィルタ
  ーで大部分は除去され、周辺４地点では対照地点と同様に検出限界以下でした。 
（ウ）アクリロニトリル、塩化ビニルモノマーなど２０物質は、プラットホーム部⑦、機

  械室⑧、コンテナストックヤード⑨から換気塔⑩まで周辺地点の大気環境及び対照地

  点の大気環境と同程度の濃度でした。（表７） 
（エ）調査当日の風下にあたる北側の敷地境界、中継所上部公園内の２地点で臭気濃度を

  測定しましたが、東京都公害防止条例の敷地境界における基準（臭気濃度１０）以下

  でした。 
 
  （表７）対象物質の濃度比較            （単位：水銀のμｇ／m3N以外はppb） 
 

 プラットホーム部 
      ⑦ 

   機械室 
     ⑧ 

コンテナ 
ストックヤード⑨ 

   換気塔 
     ⑩ 

 周辺４地点 
 対照２地点 

 水銀        0.42       0.41      0.23      0.27    <0.002 
   <0.002 

1,1,1-トリクロロ 
           エタン 

     2.6      12       2.5      0.6     <0.1 
    <0.1 

アクリロニトリル       <0.1     <0.1        <0.1      <0.1   <0.1－0.2 
    <0.1 

塩化ビニルモノマー       <0.1     <0.1        <0.1      <0.1     <0.1 
    <0.1 
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 ＜周辺地点および対照地点の大気環境＞                             
  住民生活に影響のあるのは、杉並中継所施設内の化学物質より、周辺の大気環境です。

 そこで、杉並中継所を中心に約２００メートルに位置する周辺４地点の大気環境を調査

 し、あわせて、杉並区における一般的な都市大気環境の状況をみるため、杉並中継所か

 ら４～５キロ離れた対照２地点の物質濃度を比較しました。 
  調査の結果は、資料７のとおりです。 
 

 ア 1,1,1-トリクロロエタン、テトラクロロエチレン、トルエン、アセトアルデヒド、
  水銀、トリクロロエチレン、ベンゼン、1,2-ジクロロエタン、フタル酸ジ-2-エチルヘ
  キシル、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマーなど、特に問題のない値でした（前

  述）。 
 イ パラジクロルベンゼンが周辺４地点（0.4－0.6ppb）で対照２地点（0.2－0.3ppb） 
 より高い濃度となっていますが、各地点とも、厚生省「居住環境中の揮発性有機化合 

 物の全国調査」（平成１０年度）の全国平均値4.9μｇ/m3N(0.82ppb)と比べて低い濃  

度レベルです。（表８） 
 ウ 周辺西側地点のアセトニトリル（1.4ppb）や対照地点・高井戸第二小学校のジクロ
  ロメタン（1.4ppb）が他の地点よりやや高い濃度である以外、周辺・対照地点の各地
  点はほぼ同じ濃度レベルとなっています。（表８） 

 
  （表８）対象物質の濃度比較                       （単位：ppb） 

 周辺地点東 
   ⑪－ａ 

周辺地点西 
    ⑪－ｂ 

周辺地点南 
  ⑪－ｃ 

周辺地点北 
   ⑪－ｄ 

 対照地点 Ａ 
(杉十小学校) 

対照地点 Ｂ 
(高二小学校) 

パラジクロル 
     ベンゼン 

    0.4      0.6    0.5      0.4      0.3      0.2 

アセトニトリル      <0.1     1.4      0.7      <0.1      0.8     <0.1 

ジクロロメタン     0.7      0.8      0.8      0.7      0.6 
     

    1.4 

 

 
 
 ＜ダイオキシン類＞                                       
   杉並中継所の脱臭処理後⑥の排気塔と換気塔⑩のほか、周辺４地点⑪と対照地点Ａ 

 （杉並第十小学校）で調査しました。 
   調査の結果は、資料８のとおりです。 
 
 ア 排気塔⑥は0.25pg-TEQ/m3N、換気塔⑩は0.76pg-TEQ/m3Nでした。この濃度につ 

 いては、仮にダイオキシン発生施設に適用される排出基準(80000pg-TEQ/m3N)に照  
らしても全く問題はないといえます。（表９） 
 イ 塩素の数の違いによる同族体ごとのグラフでは、換気塔⑩からのダイオキシン類に

  一部異なるパターンがありますが、脱臭処理後⑥や周辺４地点、対照地点ではほぼ同

  じパターンとなっています。 



 
14

 ウ 周辺４地点と対照地点におけるダイオキシン類については、各地点ともほぼ同じレ

    ベル（0.20－0.26pg-TEQ/m3N）です。この濃度は杉並区が６月に実施した杉並区内  
  ５地点の調査結果（0.096－0.13pg-TEQ/m3N）、都環境局の調査結果（平成１１年度   

都内１９地点の平均0.27pg-TEQ/m3N）と比べても、環境中濃度は風など気象による  
変動が大きいことを考えると、一般的な大気環境濃度といえます。また、国の環境基  

準（0.6pg-TEQ/m3N以下）は年平均値としての値なので、１回分のみの調査結果で  の

比較は必ずしも適当ではありませんが、濃度としては環境基準以下でした。 
                                   （表９） 
 
  （表９）ダイオキシン類濃度の比較                     （単位：pg-TEQ/m3N） 
 

   排気塔 
    ⑥ 

  換気塔 
    ⑩ 

 周辺４地点 
   

 対照地点  杉並区 
 調査結果 
   (５地点) 

 都環境局 
 調査結果 
  (１９地点) 

 環境基準 
(年平均値) 

ダイオキシン類 
濃度 

   0.25    0.76  0.25－0.26    0.20  0.096－0.13 
 平均  0.12 

 0.14－0.51 
  平均  0.27 

   0.6 

 

 
 
 ２ 排水関係 
（１）排水関係測定ポイント 
  排水関係の測定ポイントは下図のとおりです 
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 なお、排水については、平成９年４月から下図のような改善が図られています。 
 

 
 

（２）測定ポイントの点検目的と測定物質 
  測定ポイントごとの点検目的と測定した物質等は下表のとおりです。 
 
 （表１０）杉並中継所の排水系 
       点検目的            調査方法・ポイント  物質 

  ⑬ 
ホッパーへの散水など作 
業工程からの排水に含ま 
れる化学物質はどうか。 

 ホッパーへごみ投入時の散水、ホッパーの洗 
浄水などは床排水槽に入っている。この排水を 
調査し、含まれている化学物質を確認する。 

 ⑭ 
排水処理装置で処理され 
た排水の化学物質はどう 
か。 

 床排水槽の排水は、排水処理設備で処理され 
た後、地下汚水槽でトイレ排水と合流し、下水 
へ放流される。ここで排水処理設備での除去効 
果を確認する。 

 ⑮ 
最終的に施設の放流口か 
ら下水道へ流される水は 
どうか。 

 地下汚水槽の排水は中継所北側にある放流口 
から一般下水へ排出される。この排水の水質を 
調査する。 
  また、この地下汚水槽内の空気についても調 
査する。 

 

  ⑯ 
下水に放流された排水は 
一般下水と一緒になり流 
れます。下水中で化学物 
質の状況はどうなってい 
るか。 

 過去、硫化水素の影響が心配された地点で、 
水質を調査する。また、下水構内の空気につい 
ても調査する。 

別表２ 
№ １ 
  ∫ 
№１０ 

 

ただし 
⑮と⑯ 
 は 
別表１ 
№１９ 
№２０ 
を追加 
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   ＜別表２＞                                        
 
 №      物 質  №      物 質 
  １ 
  ２ 
  ３ 
  ４ 
  ５ 

 カドミウム 
 シアン 
 鉛 
 総水銀 
 銅 

  ６ 
  ２ 
  ３ 
  ４ 
  ５ 

 亜鉛 
 １，１，１－トリクロロエタン 
 ｐＨ 
 硫化水素 
 硫化メチル 

 

                                                                              
 
（３）排水関係の調査結果 

   調査の結果は、資料９のとおりです。 
 ア 杉並中継所の排水系について                        

  ホッパー部での散水など作業工程からの排水は床排水槽⑬にたまり、排水処理装置で

 重金属類などを処理後⑭、地下汚水槽⑮から公共下水に放流されています。 

 
  床排水槽⑬では、総水銀と硫化水素が下水排除基準を超えていますが、排水処理装置

 で処理後⑭は基準以下となっています。すべての項目について、地下汚水槽⑮から公共

 下水へ放流される際の下水排除基準や、悪臭防止法の基準を満たしており、特に問題と

 なるものはありませんでした。（表１１） 
  排水関係施設の改善効果が表れていると考えられます。 
 

   （表１１）排水中の対象物質の濃度比較           （単位：mg／リットル） 
 

    床排水槽⑬    処理後⑭   地下汚水槽⑮     基準 

 総水銀     0.0053    <0.0005     <0.0005  0.005以下（下水） 

 硫化水素     0.44    <0.0005      0.0010   0.1以下（悪臭） 

 

 

 イ 公共下水道流路の流水について  
（ア）杉並中継所北側から公共下水に放流された排水は、公園西側を下り、南西角で直角

  に曲がった後東進しています。この公園南西角の下水道流路⑯でも調査しましたが、

  すべての項目で下水排除基準以下でした。 

（イ）杉並中継所の地下汚水槽⑮と下水道流路⑯では、周辺環境へ影響する可能性をみる

  ため、汚水槽及び流路内の空気の悪臭原因物質についても調査しました。一般に硫化

  水素の濃度とにおいの関係では、「何のにおいか分かる弱いにおい」濃度は6ppb程度
  で、今回の濃度はこのレベルと同程度といえます。（表１２） 

   なお、地下汚水槽内の空気は蓋によって閉じ込められており、作業環境内ではほと

  んど臭気を感知できません。 
   また、硫化水素が「目の粘膜に刺激を与える濃度」は10000ppbで、この濃度を作 

 業環境基準として設定しています。 
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 （表１２）地下汚水槽・下水道流路空気中の      硫化水素濃度とにおい感知の関係 
             悪臭原因物質 （単位：ppb） 
 

  地下汚水槽 
      ⑮ 

 下水道流路 
      ⑯ 

  硫化水素 
 濃度(ppb) 

     感知の状況 

 硫化水素       3.5      17 

 硫化メチル       6.5       1.4 

 

     

  0.0005 
  0.006 
  0.06 
  0.7 

 やっと感知できるにおい 
 何のにおいかわかる弱いにおい 
 楽に感知できるにおい 
 強いにおい 

 

 
 

 ３ 粉じん                                             
（１）測定ポイントの点検目的と測定物質は下表のとおりです。 
 
  （表１３）粉じん測定ポイント 
 

     点検目的           調査方法・ポイント  物質 

  ⑥ 脱臭装置で処理された 
後の空気中にある粉じ 
んはどうなっている
か。 

脱臭装置で処理後の空気中にある粉じんの濃度 
はどうか。また、活性炭層からの活性炭微粒子 
の影響はどうかを調査する。 

  ⑩ 換気塔からの空気中に 
ある粉じんはどうなっ 
ているか。 

換気塔からの空気中にある粉じんの濃度はどう 
か。また、活性炭フィルターからの活性炭微粒 
子の影響はどうかを調査する。 

  ⑪ 中継所周辺の環境大気 
中の粉じんは一般環境 
と比べてどうか。 

周辺４地点の空気中の粉じん濃度を調査する。 

別表３ 
№ １ 

ただし 
⑥と⑩ 
 は 
別表３ 
№ ２ 
№ ３ 
 と 
別表１ 
№ １ 
  ∫ 
№３０ 
を追加 

 

 
   
       ＜別表３＞                        
 

 №      物 質 
  １ 
  ２ 
  ３ 

粉じん濃度 
元素状炭素 
排ガス速度、排ガス量 

 

                                    

（２）粉じんの調査結果 
  排気塔⑥と換気塔⑩からの排出空気中の粉じんへの活性炭微粒子の影響をみるため、

 粉じん濃度、活性炭微粒子（元素状炭素）の割合、排出ガス量などを調査しました。ま

 た、周辺４地点でも粉じん濃度を調べました。 
    調査の結果は、資料１０、１１のとおりです。 
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（ア）排出空気量は、排気塔が20,000立方メートル（１時間当たり、乾きガス）、換気塔 
（施設内５系統の合計）が93,100立方メートル（同）でした。 
（イ）粉じん濃度は、排気塔・換気塔、周辺４地点の濃度も、区内一般環境の粉じん濃度

    とほぼ同じ濃度範囲でした。また、測定方法が異なるため一概に比較はできませんが、

    各ポイントとも環境基準の以下の濃度でした。同時に測定した排ガス量を使って試算

    した結果、粉じん量は年間で約１５Kgと推測されます。 

（ウ）杉並中継所の粉じんに含まれる活性炭微粒子は、脱臭装置活性炭（排気系）及び活

  性炭フィルター（換気系）の影響と考えられますが、排気塔粉じんでは24μｇ/m3N、
  換気塔粉じんでは34μｇ/m3N、周辺４地点の粉じんでは10μｇ/m3N未満でした。 
                                                                  （表１４） 

 
   （表１４）粉じん濃度・活性炭微粒子の比較         （単位：μｇ／m3N） 
 

    排気塔 
     ⑥ 

   換気塔 
    ⑩ 

  周辺４地点 
     ⑪ 

 区内一般(区役所) 
   平成１１年度 

  環境基準 

粉じん濃度      58     75    26－98    42(年平均) 
   13－112 

   100 

活性炭微粒子      24     34      <10        －     － 

 

 
 

６ 調査（Ⅱ）のまとめ 
（１）杉並区中継所職員が実際に作業を行っているプラットホーム部など作業スペースに

おける各物質濃度は「作業環境の許容濃度」の基準と比べても、作業環境として問題のな

いものでした。 

（２）調査（Ⅱ）の排気・換気関係では、不燃ごみが投入されるホッパー部などでいくつ

か濃度の高い物質がありましたが、脱臭処理後は周辺大気および対照地点の大気と同程度

の問題のない濃度になっています。そのほかの多くの物質は、ホッパー部でも周辺大気お

よび対照地点と同程度の濃度で、全体として周辺環境に特に影響を与えている状況はみら

れませんでした。 
（３）ダイオキシン類は、排気塔、換気塔からも検出されていますが、周辺地点、対照地

点とも環境基準以下であり、周辺環境に特に影響を与えている状況はありませんでした。 

（４）排水関係では、調査した対象物質は公共下水に排水するときの下水排除基準など法

令の基準以下であり、都の杉並中継所周辺環境問題調査委員会が健康不調の原因と報告し

た硫化水素についても、現在は問題のある濃度ではありません。 
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 Ⅳ 全体のまとめ 

 

 今回は、杉並中継所の各作業工程における化学物質の質・量および排気・換気から放出

された化学物質が周辺環境にどう影響を与えているかを確認するため調査を行いました。

まず、杉並中継所の排気系と周辺・対照地点において、どんな化学物質がどの程度の濃度

であるかを調査しました。さらに、杉並中継所を中心に半径約２００メートルの位置にあ

る東西南北の４地点、杉並中継所から離れた対照２地点について対象項目とした各物質の

濃度を比較しました。 

 その結果は、次のようにまとめられます。 

（１）杉並中継所周辺４地点の化学物質の種類は、過去の調査で検出されている物質が多

  く、対照地点と比べてもほぼ同じで、中継所が周辺環境に特に影響を及ぼしているこ

  とはありませんでした。 

（２）杉並中継所施設内における作業環境は特に問題のないものでした。 

（３）杉並中継所から排出される空気中の化学物質は、大部分が周辺環境とほぼ同じ濃度

  レベルでした。また、排出時には周辺環境より濃度の高かった物質も、周辺環境に特

    に影響している状況はありませんでした。 

（４）周辺４地点と対照地点の化学物質もほぼ同じ濃度レベルでした。 

（５）ダイオキシン類は、排気塔、換気塔から検出されていますが、周辺地点、対照地点

  とも、一般的な大気環境濃度と特に差異はありませんでした。 

（６）杉並中継所からの排水は下水排除基準以下で排出されており、硫化水素も問題のな

  い濃度でした。 

 

  以上の結果から、また、過去の都及び区の調査結果を考えあわせると、現在、杉並 

 中継所が、周辺環境に特に影響を及ぼしてはいないものと判断されます。 
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     なお、調査方法・分析手法に関しては、 

                田中敏之（通産省資源環境技術総合研究所） 

       先生にご指導をいただきました。                    
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  ＜参考＞ 
 
      井草森公園汚染土壌封じ込め地周辺の水質調査について 
   
 １ 調査ポイント 
  調査ポイントは下図の通りです。深さは地表から8.5ｍ－9.5ｍです。 
 
 ２ 調査結果 
    調査の結果は下表のとおりです。いずれも環境基準を下回っており問題ない値でした。 
 

                                                            （単位：mg/L） 
 

  観測井№１  観測井№２ 観測井№３  定量下限値  環境基準 

 ＰＣＢ   <0.0005  <0.0005  <0.0005    0.0005 検出されな 
いこと 

 鉛   0.01    <0.01   <0.01    0.01  0.01以下 

 カドミウム   <0.01    <0.01   <0.01    0.01  0.01以下 

 総水銀  <0.0005  <0.0005  <0.0005    0.0005  0.0005以下 

 亜鉛   <0.02    <0.02   <0.02    0.02     － 

 

 
                    調査日  ：平成１２年５月９日（火） 

           調査委託先：株式会社 環境技研 
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揮発性有機化合物定性・半定量調査結果

        資料　　　１

 揮発性有機化合物定性分析結果　半定量トルエン換算値（ｐｐｂ） その１

調査場所 ③コンパクタ ⑨コンテナ

化　　合　　物　　名　 接合部 午前 午後 ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 午前 午後 午前 午後 午前 午後

1 1,1,1,2-ﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(ﾌﾛﾝ134a) 　 3 1 4 0.4 <0.1        －        －        －        －        －
2 プロパン　 100 90 100 30        －        －        －        － 半定量不可 半定量不可
3 クロロトリフルオロエチレン        －        －        －        －        －        －        －        － 半定量不可        －
4 プロピレン        －        －        －        － 1 0.4 2 0.4        －        －
5 硫化ｶﾙﾎﾞﾆﾙ        －        －        －        － 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可
6 ジクロロジフルオロメタン（フロン12） 30 半定量不可 半定量不可        － 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可
7 ｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ（ﾌﾛﾝ22）        － 半定量不可 半定量不可        － 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可
8 イソブタン  300 300 400 200 2 1 1 0.5 0.5 1
9 クロロメタン        －        －        －        －        －        － 0.2  <0.1 0.2 0.2
10 ｎ－ブタン（Ｃ4）　　　 300 200 200 100 2 1 2 0.7 0.7 2
11 1,3-ブタジエン        －        －        －        － <0.1  <0.1 <0.1 <0.1        －        －
12 2,2-ジメチルプロパン 8 5 7 2        －        －        －        －        －        －
13 アルケン        －        －        －        － 0.1 0.1  <0.1 <0.1 <0.1  <0.1
14 アセトアルデヒド　　 5 6 8 1 0.5 0.2 1 0.7 1 1
15 アルケン 3 2 6 0.8 0.2        －        －        －        －        －
16 アルケン 2        －        －        － <0.1        －        －        －        －        －
17 クロロエタン        －        －        －        －        －        － <0.1        －        －        －
18 イソペンタン 60 60 50 10 2 0.7 1 0.8 0.9 2
19 ﾄﾘｸﾛﾛﾌﾙｵﾛﾒﾀﾝ（フロン11）　　 40 10 40 0.8 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
20 ｎ－ペンタン（Ｃ5）　　 10 20 20 3 1 0.4 1 0.5 0.4 1
21 エタノール　 50 100 50 2 0.5 0.2 0.3  <0.1 0.2 －
22 フロン141        －        －        － 0.3        －        －  <0.1 <0.1 － <0.1
23 1,3-ペンタジエン        － 1 0.6 0.3 0.1  <0.1 0.1 <0.1 0.1 0.2
24 メチルブテン 1        － 0.6 0.3        －        －        －        －        －        －
25 アルケン        －        －        －        － 0.1  <0.1  <0.1 <0.1        －        －
26 ジメチルシクロプロパン 2 1 1        －        －        －        －        － <0.1 <0.1
27 プロペナール        －        －        －        － <0.1        － <0.1        － <0.1 －
28 ﾄﾘｸﾛﾛﾄﾘﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ（ﾌﾛﾝ113）        － 30 20 0.6 半定量不可 0.2 0.3 0.2 半定量不可 半定量不可
29 ジメチルブタン 3        －        －        － 半定量不可        －        －        － 半定量不可 半定量不可
30 アセトン　　　　 10 20 20 5 1 0.7 1 0.6 1 1
31 ｼﾞﾌﾞﾛﾓﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ        － 9 7        －        －        －        －        －        －        －
32 二硫化炭素        －        －        －        －  <0.1 0.1 <0.1 0.1 0.2 0.2
33 2-プロパノール　 10 30 20 0.9 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 －
34 ﾄﾘｸﾛﾛﾃﾄﾗﾌﾙｵﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ（ﾌﾛﾝ224）        － 0.6 0.5        －        －        －        －        －        －        －
35 アセトニトリル        －        －        －        －  <0.1 <0.1  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
36 酢酸メチル　 0.6 2 2 0.2        －        － <0.1        －        －        －
37 ジクロロメタン 4 10 9 10 0.3 0.1 0.4 0.3 0.8 0.4
38 2-メチルペンタン　 10 40 30        － 0.9 0.2 0.7 0.2 半定量不可 半定量不可
39 シクロペンタン　　 0.9 1 1 0.5 0.1 <0.1 <0.1  <0.1 半定量不可 半定量不可
40 2-メチル-2-プロパノール　 0.2 0.6 0.4  <0.1        －        －        －        －        －        －
41 3-メチルペンタン　 7 20 20 3 0.6 0.2 0.5 0.1 0.1 0.3
42 アルケン 0.5 0.5 0.6 0.2 <0.1        － 0.1  <0.1        －        －
43 未同定物質        －        －        －        －        －        －        －        － <0.1 －
44 ｎ－ヘキサン（Ｃ６） 20 30 20 30 1 0.2 1 0.2 0.1 0.3
45 アルケン 0.4 0.3 0.4        －        －        －        －        －        －        －
46 ブテナール        －        －        －        －  <0.1 <0.1 0.1  <0.1  <0.1 <0.1
47 アルケン 0.5 0.3 0.3 0.4        －        －        －        －        －        －
48 アルケン 0.5 0.3 0.4        －        －        －        －        －        －        －
49 未同定物質        －        －        － 0.3        －        －        －        －        －        －
50 未同定物質        －        －        －        －        －        － 0.2        －        －        －
51 アルカン        －        －        － 0.2        －        －        －        －        －        －
52 1-プロパノール        － 0.6 0.4        －        －        －        －        －        －        －
53 アルケン 0.3        －        －        －        －        －        －        －        －        －
54 シクロオレフィン        －        －        －        －        －        －        －        －        －        －
55 アルケン 0.2 0.2 0.1        －        －        －        －        －        －        －
56 ジメチルペンタン 0.2 0.2 0.2 0.3        －        －        －        －        －        －
57 アルケン 0.3 0.2 0.2        －        －        －        －        －        －        －
58 ジメチルペンタン 0.6 0.2 0.2 0.3  <0.1        － <0.1        － － <0.1
59 ブタナール        －        －        － 0.1 <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 0.1  <0.1
60 アルキルナフテン 2 20 20 1 0.3 <0.1 0.4 0.1 0.2 0.1
61 トリメチルシラノール        －        －        － 0.3        －        － <0.1        － 0.3 <0.1
62 メチルエチルケトン 6 6 6 5 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3

                                備考： 「半定量」とは、おおよその濃度を把握するもので、検出レベル（検出オーダー）確認のための数値である。

「 － 」とは、定性されなかったことを意味する。

「 <0.1 」とは、定性されたが濃度が0.1ppbに満たないことを意味する。

単一物質ピークではないことが確実なピークについては、「半定量不可」と表示した。

「未同定物質」とは、ピークが小さかったり、重なっていたりで同定できないもの。

対照地点B(西宮中)
№

⑥脱臭処理後（排気塔） 周辺環境　北 対照地点Ａ(杉並十小)



        
揮発性有機化合物定性分析結果　半定量トルエン換算値（ｐｐｂ） その２

調査場所 ③コンパクタ ⑨コンテナ
化　　合　　物　　名　 接合部 午前 午後 ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 午前 午後 午前 午後 午前

63 酢酸エチル　 20 80 70 4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4

64 ブタノ－ル 0.3 0.2 － － － － － －        －

65 テトラヒドロフラン 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 － － － －        －

66 クロロホルム　　　 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 <0.1 <0.1 <0.1  <0.1 <0.1

67 アルカン 0.3 － － － － － － －        －

68 アルキルナフテン 0.2  <0.1 0.1 － － － － －        －

69 1,1,1-トリクロロエタン   30 90 80 20 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可

70 アルカン － － － － 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可 半定量不可

71 シクロヘキサン　　 10 90 80 9 0.3 <0.1 0.4 <0.1 <0.1

72 アルカン 2 － － 0.5 <0.1 － <0.1 <0.1 <0.1

73 四塩化炭素 － 2 1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

74 アルカン 5 1 1 1 0.2 <0.1 0.1 <0.1 <0.1

75 アルキルナフテン 0.2 0.7 0.7 － － － － －        －

76 ブタノール　　 4 0.5 0.5 0.2 － － － －        －

77 メチルプロパノール － － － － － － － － <0.1

78 ベンゼン　　　 2 2 1 2 1 0.2 4 0.7 1

79 アルキルナフテン 0.9 0.3 0.3 － － － － －        －

80 酢酸イソプロピル 1 0.5 0.5 0.3 － － － －        －

81 アルキルナフテン 0.6 0.3 0.4 － － － － － －

82 アルキルナフテン 0.8 0.4 0.4 0.1 － － － －        －

83 ｎ－ヘプタン（Ｃ7）　　　 6 0.7 0.6 1 0.2 <0.1 0.2 <0.1 <0.1

84 未同定物質 0.2 － － － － － － －        －

85 アルカン 0.2 － － － － － － －        －

86 アルカン <0.1 － － － － － － －        －

87 アルケン 0.3 － － － － － － －        －

88 アルケン 0.1 － － － － － － －        －

89 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(ﾌﾛﾝ112)        － <0.1 <0.1 － － － － －        －

90 アルケン <0.1 － － － － － － －        －

91 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｼﾞﾌﾙｵﾛｴﾀﾝ(ﾌﾛﾝ112) － 0.6 0.5 <0.1 － － － －        －

92 ブタノール　 0.4 <0.1 － 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1        －

93 トリクロロエチレン 0.6 3 3 1 0.3 <0.1 0.3 0.1 0.2

94 アルカン 0.1 － － － － － － －        －

95 硝酸イソプロピル        － <0.1 <0.1 － － － － －        －

96 アルキルナフテン 6 3 3 0.9 <0.1 － <0.1 <0.1 <0.1

97 アルカン 0.9 <0.1 <0.1 0.1 － － － －        －

98 未同定物質 0.2 － － － － － － －        －

99 ペンタナール － － － 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

100 メタクリル酸メチル 0.3 － － 0.2 － － － －        －

101 アルキルナフテン 0.3 半定量不可 半定量不可 － － － － －        －

102 1,4-ジオキサン － 半定量不可 半定量不可 － － － － －        －

103 アルカン 0.4 － － － － － － －        －

104 アルキルナフテン 0.7 － － － － － － －        －

105 ブロモジクロロメタン － <0.1 <0.1 － － － － －        －

106 アルキルナフテン 0.6 － － － － － － －        －

107 アルカン － 0.1 <0.1 － － － － －        －

108 アルカン 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 － － － －        －

109 アルカン 0.7 － － － － － － －        －

110 未同定物質 － 0.2 0.1 － － － － －        －

111 アルカン 4 0.2 0.1 0.1 － － － －        －

112 アルカン 2 <0.1 <0.1 <0.1 － － － －        －

113 アルカン 0.4 － － － － － － －        －

114 cis-1,3-ジクロロプロペン － － － <0.1 － － － － <0.1

115 アルカン 3 0.2 <0.1 <0.1 － － － －        －

116 アルカン 1 － － － － － － －        －

117 二硫化メチル － 0.1 <0.1 0.1 － － － －        －

118 メチルイソブチルケトン 5 0.3 0.2 0.9 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

119 アルカン － 0.3 0.1 － － － － －        －

120 アルキルナフテン 3 0.2 <0.1 <0.1 － － － －        －

121 アルキルナフテン 1 <0.1 － <0.1 － － － －        －
122 トルエン　　 90 5 8 10 3 1 4 1 1

対照地点B(西宮中)
№

⑥脱臭処理後（排気塔） 周辺環境　北 対照地点Ａ(杉並十小)
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       －

       －
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       －
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半定量不可
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       －
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       －

       －

       －
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       －

       －
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       －

<0.1

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

       －

－

       －

       －

       －

<0.1

       －

       －

       －
2

対照地点B(西宮中)



 揮発性有機化合物定性分析結果　半定量トルエン換算値（ｐｐｂ） その３

調査場所 ③コンパクタ ⑨コンテナ
化　　合　　物　　名　 接合部 午前 午後 ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 午前 午後 午前 午後 午前 午後

123 ｎ－オクタン（Ｃ8）　　 7 0.3 0.2 0.2 － －          <0.1 － 0.4 0.3

124 酢酸メチルプロピル　　 7 0.2 0.2 0.1 － － － －        －        －

125 trans-1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ － － － － － － － － <0.1 －

126 アルキルナフテン 2  <0.1  <0.1 － － － － －        －        －

127 アルキルナフテン 1  <0.1 － － － － － －        －        －

128 ﾍｷｻﾒﾁﾙｼｸﾛﾄﾘｼﾛｷｻﾝ　 1 0.3  <0.1 3 0.1  <0.1 0.4 0.2 6 0.4

129 アルカン 0.4 － － － － － － －        －        －

130 テトラクロロエチレン　 5 0.5 0.7 0.7 0.2  <0.1 0.2 0.1 0.1 0.3

131 アルカン 1 － － － － － － －        －        －

132 アルカン 0.7  <0.1 － － － － － －        －        －

133 アルキルナフテン 2  <0.1  <0.1 － － － － －        －        －

134 ヘキサナール － － － 0.4 0.1  <0.1 0.1  <0.1 0.1 0.1

135 酢酸ブチル  　 10 0.4 0.4 0.2  <0.1  <0.1 0.1  <0.1 <0.1 <0.1

136 アルキルナフテン 1  <0.1 －  <0.1 － － － －        －        －

137 アルキルナフテン 0.6 － － － － － － －        －        －

138 アルカン 0.1 － － － － － － －        －        －

139 アルキルナフテン 0.4 － － － － － － －        －        －

140 アルカン 1  <0.1 － － － － － －        －        －

141 アルキルナフテン 2  <0.1 － － － － － －        －        －

142 アルカン 4 0.1 0.1 0.2 － －  <0.1 －        －        －

143 未同定物質  <0.1 － － － － － － －        －        －

144 アルカン 2  <0.1  <0.1 0.1 － － － －        －        －

145 アルケン － － － － － －  <0.1 －        －        －

146 未同定物質 0.2 － － － － － － －        －        －

147 アルカン 0.1  <0.1 － － － － － －        －        －

148 未同定物質 0.1 － － － － － － －        －        －

149 オクタヒドロペンタレン 0.2 － － － － － － －        －        －

150 エチルベンゼン　　　 10 0.6 0.8 3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.3 0.5

151 アルキルナフテン 0.4 － － － － － － －        －        －

152 アルキルナフテン 0.9  <0.1 － － － － － －        －        －

153 ｐ，ｍ－キシレン　 20 0.7 0.8 3 0.8 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4

154 ｎ－ノナン（Ｃ９）　　 9 0.2 0.3 0.6  <0.1  <0.1 0.2  <0.1 <0.1 <0.1

155 1-butanol,3-methyl,acetate  <0.1 － － － － － － －        －        －

156 未同定物質 0.3 － － － － － － －        －        －

157 アルカン 0.2 － － － － － － －        －        －

158 アルキルナフテン 2 － － 0.1 － － － －        －        －

159 未同定物質 － －  <0.1 － － － － －        －        －
160 アルキルナフテン 0.3 － － 0.1 － － － －        －        －

対照地点B(西宮中)
№

⑥脱臭処理後（排気塔） 周辺環境　北 対照地点Ａ(杉並十小)



調査場所 ③コンパクタ ⑨コンテナ
化　　合　　物　　名　 接合部 午前 午後 ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 午前 午後 午前 午後 午前 午後

161 o-キシレン 4 0.2 0.2 1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

162 スチレン 2  <0.1  <0.1 0.7  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1 <0.1 <0.1

163 アルカン 0.2 － － － － － － －        －        －

164 アルカン 0.3 － － － － － － －        －        －

165 アルキルナフテン 0.6 － － － － － － －        －        －

166 アルカン 2  <0.1  <0.1 0.2  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1        －        －

167 アルカン 0.4 － － － － － － －        －        －

168 アルキルナフテン 2 －  <0.1 － － － － －        －        －

169 ヘプタナール － － － 0.3 0.1  <0.1 0.1  <0.1 0.2 0.1

170 アルカン 2 －  <0.1 0.1 － － － －        －        －

171 未同定物質 － － 0.1 － － － － －        －        －

172 ピネン 2 － － 0.3  <0.1  <0.1 0.2 0.2 <0.1 <0.1

173 C3ベンゼン 0.7 － － 0.4  <0.1 － 0.1 － － <0.1

174 アルケン 0.5 － － － － － － －        －        －

175 アルカン 1 －  <0.1 0.1 － － － －        －        －

176 アルケン － － － － － －  <0.1 －        －        －

177 アルカン 0.6 － － － － － － －        －        －

178 アルカン 1 － － 0.2 － － － －        －        －

179 アルカン 3 0.1 0.2 0.4 0.2 － 0.1  <0.1        －        －

180 アルカン 0.5 － － － － － － －        －        －

181 カンフェン － － －  <0.1 － － － －        －        －

182 アルカン 1  <0.1 0.1 0.2 － －  <0.1 －        －        －
183 アルキルナフテン 1 － － － － － － －        －        －

№
⑥脱臭処理後（排気塔） 周辺環境　北 対照地点Ａ(杉並十小) 対照地点B(西宮中)


